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（提案理由） 

 この案は、たなか舞台芸術スタジオの設置、管理及び使用につ

いて必要な事項を定めるため提出します。 



   東京都台東区立たなか舞台芸術スタジオ条例 

 

（目的及び設置） 

第１条 演劇、舞踊等の公演に向けた稽古場を提供することによ

り、文化芸術活動の支援及び育成を行うとともに、区民が芸術

文化に触れる機会を創出し、区民文化の向上に寄与するため、

東京都台東区立たなか舞台芸術スタジオ（以下「舞台芸術スタ

ジオ」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 舞台芸術スタジオの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

東京都台東区立たなか舞台芸術スタジオ 東京都台東区日本堤二丁目２５番４号 

（事 業） 

第３条 舞台芸術スタジオは、第１条に定める目的を達成するた

め、次の事業を行う。 

(１) 舞台芸術スタジオの施設及び付属設備の提供に関するこ

と。 

(２) 前号に掲げるもののほか、東京都台東区長（以下「区長」

という。）が特に必要と認める事業 

（施 設） 

第４条 舞台芸術スタジオには、大稽古場及び小稽古場を設ける。 

（休館日） 

第５条 舞台芸術スタジオの休館日は、次のとおりとする。 

(１) 毎月第１月曜日。ただし、第１月曜日が国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日にあた

るときは、その日の直後の休日でない日 



(２) １月１日から同月４日まで 

(３) １２月２８日から同月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めると

きは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができ

る。 

（開館時間等） 

第６条 舞台芸術スタジオの開館時間は、午前９時から午後１０

時までとする。 

２ 使用時間は、別表のとおりとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める

ときは、前２項に定める開館時間及び使用時間を変更すること

ができる。 

（使用できる者の範囲） 

第７条 舞台芸術スタジオを使用できる者は、次のとおりとする。 

(１) 演劇、舞踊等の舞台芸術作品の制作及び発表を目的に活 

動する個人及び団体 

(２) 前号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者 

（使用の手続） 

第８条 舞台芸術スタジオを使用しようとする者は、台東区規則

に定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければなら

ない。 

（使用の不承認） 

第９条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の

規定による使用の承認をしないことができる。 

(１) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めら



れるとき。 

(２) 施設、付属設備、器具等を損壊するおそれがあると認め

られるとき。 

(３) 施設の管理上支障があると認められるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が使用を不適当と認め

るとき。 

（使用料） 

第１０条 使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、

別表に定める使用料を納めなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認める 

 ときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第１１条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の

事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付すること

ができる。 

（使用権の譲渡禁止） 

第１２条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはなら

ない。 

（設備の変更禁止） 

第１３条 使用者は、舞台芸術スタジオに特別の設備をし、又は

変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受

けたときは、この限りでない。 

（使用承認の取消し等） 

第１４条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用

の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止すること 



ができる。 

(１) 使用の目的に反する行為をしたとき。 

(２) この条例に違反し、又は区長の指示に従わないとき。 

(３) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなった 

とき。 

(４) 使用の承認をした後に、第９条各号のいずれかに該当す

ることが判明したとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めると

き。 

（原状回復の義務） 

第１５条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定によ 

 り使用の承認を取り消されたときは、使用した施設、付属設備、  

 器具等を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第１６条 使用者は、施設、付属設備、器具等を損傷し、又は滅

失させたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければ

ならない。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、

その額を減額し、又は免除することができる。 

（委 任） 

第１７条 この条例の施行について必要な事項は、台東区規則で

定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（準備行為） 



２ 舞台芸術スタジオの使用申請その他使用のために必要な準備

行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

別表（第６条、第１０条関係） 

  使用時間及び使用料 

 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から午

後１時まで 

午後１時３０分

から午後５時３

０分まで 

午後６時から午

後１０時まで 

午前９時から午

後１０時まで 

大稽古場 ５,１００円 ５,１００円 ７,８００円 １８,０００円 

小稽古場 １,４００円 １,４００円 ２,２００円 ５,０００円 

 

使用区分  

施設名  


